
令和８年度現況手続きの流れ 

 

 

  

（尾道市電子申請システム）利用者登録 利用者登録する 

利用者登録しない 利用者登録手続を行う 

利用者登録手続完了 

利用者登録 ID等を入力し、尾道市電子申請シス

テムにログインし、現況手続を行う。 

メールアドレスを登録する 

申請者の登録したメールアドレスに「【連絡先アドレス確

認メール】」というタイトルで、の申請ページへの URL が

届くので、アクセスして現況手続を行う 

すべて入力し、完了したら、申請者の登録したメールアドレスに「確認中：保育の必要性の認定に係る現況届」というタイ

トルのメールが届く 

チラシに記載のQR コードから尾道市電子申請システ

ム上の『令和８年度用「保育の必要性」の認定に係る

現況届』にアクセス 

まず電子申請の利用者登録をする、もしくはしないを選

択する必要がありますが、利用者登録をしなくても、入

所申込は可能です。 

追加添付なし 追加添付あり 

2 ページへ進む 

市が申請を受理したら、申請者の登録したメールアドレスに「申請受理：令和８年度用「保育の必要性」の認定に係る現

況届」というタイトルのメールが届く 

受理後、市で申請内容の確認 

内容不備なし 

完了（通知はありません） 

内容不備あり 

市から保護者へ対応依頼があるので、対応する 

対応後、不備があれば、点線内を繰り返す。 



追加添付ありの方：１ページ目からの続き 

「確認中：保育の必要性の認定に係る現況届」のメールにある URL から「「保育の必要性」の認定に係る現況届【追加

書類の提出用】」の申請ページへアクセスして、追加書類の対応を行う 

or 市の HP電子申請トップページからアクセスする 

 

市が申請を受理したら、申請者の登録したメールアドレスに「申請受理：令和８年度用「保育の必要性」の認定に係る現

況届」、「申請受理：「保育の必要性」の認定に係る現況届【追加書類の提出用】」というタイトルのメールが届く 

受理後、市で申請内容の確認 

内容不備なし 

完了（通知はありません） 

内容不備あり 

市から保護者へ対応依頼があるので、対応する 

対応後、不備があれば、点線内を繰り返す。 


